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知
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規
則
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号

　
　
　

 

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
十
一
条
第
六
項
中
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六
十
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六
十
四
号
と
し
、
第
四
十
八
号
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第
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十
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ま
で
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。
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。
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中
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五
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で
、
第
五
十
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号
か
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で
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第
六

十
三
号
」
を
「
同
項
第
五
十
二
号
か
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十
六
号
ま
で
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で
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。
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。
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三
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か
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」
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「
同
項
第
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十
号
か
ら
第
五
十
一
号
」
に
改
め
る
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則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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務
委
任
規
則
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一
部
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改
正
す
る
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則
を
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こ
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布
す
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。
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務
委
任
規
則
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一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
第
十
号
ニ
中
「
第
七
条
第
一
項
」
の
下
に
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及
び
第
二
項
」
を
加
え
、「
及
び
営
業
の
施
設
」
を
「
、

施
設
」
に
改
め
、「
立
入
検
査
」
の
下
に
「
及
び
質
問
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
基
準
に
適
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る
た
め
の
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り
、
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項
中
第
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を
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と
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、
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か
ら
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ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
五
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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者
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簿
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提
出
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求
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附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
九
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
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改
正
す
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訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
環
境
生
活
部
長
の
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
八　

住
宅
宿
泊
事
業
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。
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住
宅
宿
泊
管
理
業
者
に
対
す
る
業
務
改
善
命
令
及
び
国
土
交
通
大
臣
へ
の
通
知
（
第
四
十
一
条
）

　
　

ロ　

国
土
交
通
大
臣
に
対
す
る
要
請
（
第
四
十
二
条
）

　

別
表
第
七
仙
南
保
健
所
、
塩
釜
保
健
所
、
大
崎
保
健
所
、
石
巻
保
健
所
及
び
気
仙
沼
保
健
所
の
環
境
衛
生
部
長
の
専

決
事
項
の
項
第
五
号
ニ
中
「
徴
収
及
び
営
業
の
」
を
「
徴
収
、」
に
改
め
、「
立
入
検
査
」
の
下
に
「
及
び
質
問
」
を
加

え
、
同
項
中
第
四
十
二
号
を
第
四
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
一　

住
宅
宿
泊
事
業
法
の
施
行
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

　
　

イ　

住
宅
宿
泊
事
業
に
係
る
届
出
の
受
理
（
第
三
条
）

　
　

ロ　

宿
泊
者
名
簿
の
提
出
の
要
求
（
第
八
条
、
第
三
十
六
条
）

　
　

ハ　

定
期
報
告
の
受
理
（
第
十
四
条
）

　
　

ニ　

報
告
の
徴
収
、
立
入
検
査
及
び
質
問
（
第
十
七
条
、
第
四
十
五
条
）

　

別
表
第
七
栗
原
保
健
所
及
び
登
米
保
健
所
の
環
境
衛
生
部
長
の
専
決
事
項
の
項
中
「
第
十
三
号
ま
で
及
び
第
二
十
号

か
ら
第
三
十
四
号
」
を
「
第
十
四
号
ま
で
及
び
第
二
十
一
号
か
ら
第
三
十
五
号
」
に
改
め
、
同
表
塩
釜
保
健
所
の
支
所

長
の
専
決
事
項
の
項
第
二
号
中
「
第
十
四
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
及
び
第
三
十
五
号
か
ら
第
四
十
二
号
」
を
「
第
十
五

号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
及
び
第
三
十
六
号
か
ら
第
四
十
三
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
六
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
六
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

亘
理
町
区

域
（
宮
城

県
漁
業
協

同
組
合
の

仙
南
支
所

の
地
区
の

う
ち
亘
理

の
区
域
）

総
ト
ン
数
十
ト

ン
未
満
の
漁
船

に
よ
り
主
と
し

て
刺
し
網
を
使

用
し
て
行
う
漁

業

平
成
三
十
年
六

月
四
日

亘
理
郡
亘
理
町
荒
浜
字
舘

南
十－

八

山
川　

育
夫

亘
理
郡
亘
理
町
荒
浜
字
鳥

の
海
六－

一

玉
田　

哲
平

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

八
人

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
七
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

百
九
十
一

加
入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

平
成
三
十
年
五

月
二
十
五
日

石
巻
市
渡
波
字
祝
田
二
十

一－

九　

市
営
祝
田
復
興

住
宅
一

高
橋　

文
生

石
巻
市
塩
富
町
一
丁
目
三

－

二
十
五

青
木　

英
文

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
か
き

四
十
八
人
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で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
石
巻

湾
支
所
の
地
区

養
殖
業

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
八
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

八
十
四
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
寄
磯

前
網
支
所
の
地

区

平
成
三
十
年
五

月
二
十
八
日

石
巻
市
寄
磯
浜
前
浜
七
十

六－
二

遠
藤　

仁

石
巻
市
寄
磯
浜
大
松
七－

五渡
邉　

喜
廣

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
特
定
ほ
た

て
貝
養
殖
業

十
人

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
中
津
山
地
区
土
地

改
良
事
業
水
利
施
設
整
備
事
業
（
基
幹
水
利
施
設
保
全
型
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
三
十
年
六
月
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
十
三
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

石
巻
市
役
所
、
石
巻
市
河
北
総
合
支
所
、
石
巻
市
桃
生
総
合
支
所
、
登
米
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
の
所
在
場
所

　

 　

東
松
島
市
牛
網
字
海
辺
一
三
、
一
六
の
一
、
一
六
の
二
、
一
二
の
二
・
一
六
の
三
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

指
定
の
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
東
松
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

気
仙
沼
市
本
吉
町
三
島
九
四
の
二

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

航
行
の
目
標
の
保
存
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三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

宮
城
郡
七
ケ
浜
町
花
渕
浜
字
浜
沼
二
八
の
五

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
管
の
浜
六
七
の
四
・
七
〇
の
二
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
南
三
陸
町
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

 　

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
大
森
一
〇
五
の
一
・
一
四
一
の
四
・
一
四
一
の
六
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

 　

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
長
柴
三
の
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
三
の
一
一
、
気
仙
沼
市
本
吉
町
登

米
沢
二
一
四
、
唐
桑
町
上
鮪
立
二
六
二
の
三
、
二
六
三
の
三

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

潮
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
波
伝
谷
一
七
四

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

魚
つ
き

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
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㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

四
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
田
尻
畑
七
の
一
、
一
一
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
並
び
に
気
仙
沼
市
役
所
及
び
南
三
陸
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
旧
迫
川
右
岸
土
地
改

良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
六
月
十
五
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

川　
　

名　
　

一　
　

彦　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
三
十
年
五
月
二
十
八
日

大　

友　

利　

明

遠
田
郡
涌
谷
町
小
里
字
守
二
十
番
地
二

理　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
八
日

千　

葉　

孝　

志

大
崎
市
田
尻
蕪
栗
字
舞
岳
十
八
番
地

理　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
八
日

伊　

藤　

徳　

雄

遠
田
郡
涌
谷
町
小
里
字
五
郎
沢
五
十
七
番

地

理　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
八
日

男　

澤　
　
　

優

遠
田
郡
涌
谷
町
太
田
字
新
地
百
八
十
七
番

地

理　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
八
日

須　

藤　

啓　

一

大
崎
市
田
尻
蕪
栗
字
伸
萠
中
四
十
八
番
地

理　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
八
日

石　

澤　

健　

一

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
上
長
根
三
十
四
番
地

一

理　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
八
日

中　

川　

幸　

夫

大
崎
市
田
尻
蕪
栗
字
長
沢
浦
三
十
三
番
地

十
四

理　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
八
日

黒　

澤　

長　

一

遠
田
郡
涌
谷
町
吉
住
字
裏
越
二
十
四
番
地

二

理　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
八
日

木　

村　

良　

明

遠
田
郡
涌
谷
町
小
里
字
道
祖
神
二
十
七
番

地

監　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
八
日

伊　

藤　

英　

雄

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
鹿
飼
道
下
四
十
番
地

監　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
八
日

中　

澤　

一　

雄

遠
田
郡
涌
谷
町
太
田
字
台
百
一
番
地
三

監　

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
三
十
年
五
月
二
十
七
日

大　

友　

利　

明

遠
田
郡
涌
谷
町
小
里
字
守
二
十
番
地
二

理　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
七
日

千　

葉　

孝　

志

大
崎
市
田
尻
蕪
栗
字
舞
岳
十
八
番
地

理　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
七
日

伊　

藤　

徳　

雄

遠
田
郡
涌
谷
町
小
里
字
五
郎
沢
五
十
七
番

地

理　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
七
日

男　

澤　
　
　

優

遠
田
郡
涌
谷
町
太
田
字
新
地
百
八
十
七
番

地

理　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
七
日

髙　

橋　
　
　

固

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
境
二
十
七
番
地

理　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
七
日

石　

澤　

健　

一

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
上
長
根
三
十
四
番
地

一

理　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
七
日

中　

川　

幸　

夫

大
崎
市
田
尻
蕪
栗
字
長
沢
浦
三
十
三
番
地

十
四

理　

事
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平
成
三
十
年
五
月
二
十
七
日

黒　

澤　

長　

一

遠
田
郡
涌
谷
町
吉
住
字
裏
越
二
十
四
番
地

二

理　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
七
日

木　

村　

良　

明

遠
田
郡
涌
谷
町
小
里
字
道
祖
神
二
十
七
番

地

監　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
七
日

伊　

藤　

英　

雄

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
鹿
飼
道
下
四
十
番
地

監　

事

平
成
三
十
年
五
月
二
十
七
日

中　

澤　

一　

雄

遠
田
郡
涌
谷
町
太
田
字
台
百
一
番
地
三

監　

事

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
8
号

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
30年
６
月
15日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
山
口
　
哲
男
　
　

　
　
　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
宮
城
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
37年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

　
（
生
活
安
全
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
 6
条
　
生
活
安
全
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
生
活
安
全
企
画
課
～
県
民
安
全
対
策
課
　
（
略
）

　
少
年
課

　
⑴
～
⑺
　
（
略
）

　
 　

　
⑻
 　
少
年
事
件
特
別
捜
査
隊
及
び
少
年
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
せ
ん
だ
い
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
生
活
環
境
課
　
（
略
）

　
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課

　
⑴
～
⑸
　
（
略
）

　
⑹
 　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し

て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
15年

法
律
第
83号
）
の
施
行
に
関

　
（
生
活
安
全
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
）

第
 6
条
　
生
活
安
全
部
の
課
等
の
所
掌
事
務
は
、
次

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
生
活
安
全
企
画
課
～
県
民
安
全
対
策
課
　
（
略
）

　
少
年
課

　
⑴
～
⑺
　
（
略
）

　
⑻
 　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し

て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
15年

法
律
第
83号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　
⑼
 　
少
年
事
件
特
別
捜
査
隊
及
び
少
年
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
せ
ん
だ
い
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

　
生
活
環
境
課
　
（
略
）

　
サ
イ
バ
ー
犯
罪
対
策
課

　
⑴
～
⑸
　
（
略
）

　
 　

　
　
 す
る
こ
と
。

　
 

　
備
考
　
改
正
箇
所
は
、
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
で
あ
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


